
   

神通川水系流域委員会 規約 

 

（名称） 

 第１条 本会は、「神通川水系流域委員会」（以下「委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

 第２条 委員会は、神通川水系河川整備計画（大臣管理区間）（以下、「河川整備計画」

という。）策定後の、社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の

見通し等を適切に反映できるよう、その内容について点検した結果に関して意見

を述べる。 

２ 委員会は、河川整備計画の変更が必要となった場合には、河川法第１６条の２

第３項及び第７項に基づき意見を述べる。 

３ 委員会は、河川整備計画に基づく事業の計画段階評価、再評価、事後評価につ

いて審議を行う。 

 

（組織等） 

 第３条 委員会は、国土交通省北陸地方整備局長（以下「局長」という。）が設置す

る。 

   ２ 委員会の委員は、局長が委嘱し、別添のとおりとする。 

   ３ 委員の任期は１期２年以内とするが、再任することができる。 

 

（委員長） 

 第４条 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代行す

る。 

 

（委員会） 

 第５条 委員会の招集は、局長より委任された富山河川国道事務所長（以下「事務所

長」という。）が行うものとする。 

２ 委員会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。 

３ 審議にあたり、事務所長が必要と認め、委員総数の二分の一以上の同意が得ら

れた場合は、委員以外の者に対し、参考人として出席を求めることができる。 

 

（情報公開） 

 第６条 委員会は原則公開とし、その公開方法は委員会にて定める。  

 

 



（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、北陸地方整備局富山河川国道事務所に置く。 

 

（規約の改正） 

第８条 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

（施行期日） 

附則 本規約は、令和４年９月１２日より施行する。 

令和 ７年 ８月 ５日 一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  別添   

神通川水系流域委員会 委員名簿 

氏名 所属・役職等 備考 

東
あずま

 秀一
しゅういち

 富山漁業協同組合 代表理事組合長  

飯野
いいの

 恵子
けいこ

 飯野恵子税理士事務所 代表  

稲村
いなむら

 修
おさむ

 魚津水族館 元･館長  

井ノ口
いのぐち

 宗
むね

成
なり

 立命館大学 政策科学部 教授  

太田
おおた

 道人
みちひと

 富山市科学博物館 前副館長・学芸員(植物)  

久
きゅう

加
か

 朋子
と も こ

 富山県立大学 工学部 環境・社会基盤工学科 准教授  

島
しま

﨑
さき

 定則
さだのり

 婦中熊野地区 自治振興会 会長  

鈴木
すずき

 洋之
ひろゆき

 北海学園大学 工学部 社会環境工学科 教授  

高橋
たかはし

 剛一
ごういち

郎
ろう

 NPO法人 神通川を楽しむ会 理事長  

瀧本
たきもと

 裕士
ひ ろ し

 石川県立大学 生物資源環境学部 環境科学科 教授  
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宮田
み や た

 義人
よしひと

 富山県土地改良事業団体連合会 専務理事  

敬称略、五十音順 


